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（別紙１）

※　令和6年3月31日以前より稼働していない病棟を有する医療機関

　　令和6年3月31日以前より稼働していない病床を20床以上有する医療機関

地域医療構想調整会議で以下①②について説明をしていただきます。

①病棟等を稼働していない理由

②当該病棟等の今後の運用見通しに関する計画

・会議後は、「地域医療構想の進め方について」（平成30年2月7日付医政地発0207第1号）のとおり、

対応を求める場合があります。

東京都へ相談の上、「病院開設
許可事項一部変更許可申請」な
どを所在地を所管する保健所に
提出してください。

非稼働病棟等を稼働する予定であるが
令和７年度中には稼働出来ない、また
は、稼働の予定が立っていない病院

令和８年３月３１日まで

稼働前に東京都へ御連絡く
ださい。
医療安全上の確認・助言を
行います。

具体的な対応方針を提示した場合
具体的な対応方針が

ない場合

東京都が病床稼働まで、
進捗状況を確認します。

非稼働病棟等を
令和８年３月３１日までに
稼働する病院

医療法第２５条第１項の立入検
査の結果などをもとに東京都よ
り稼働状況の確認等を行います。

稼働していない病床を返還する場合

具体的な対応方針

がない場合

東京都の確認に応
じない場合

【連絡先】

東京都保健医療局医療政策部医療安全課

医務担当 ０３－５３２０－４４３１

非稼働病棟等を有する医療機関の対応の流れ

令和８年度

東京都に連絡がないとき

東京都へ御連絡ください。

現況や今後の計画などを確認した上で、
個別に助言・指導を行います。


